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労働安全衛生法違反容疑で書類送検  

～機械の掃除の際に運転を停止しなかった等の疑い～  

 

北九州西労働基準監督署（署長 奥薗 雅典）は、本日、株式会社エヌ・シー・エス及び

同社工場長を、労働安全衛生法違反の疑いで、福岡地方検察庁小倉支部に書類送検しまし

た。 

【事件の概要】 

１ 令和６年３月１３日、株式会社エヌ・シー・エスの工場内において、労働者に裁

断された古着を綿状の繊維に加工する機械に詰まった繊維を取り除く作業を行わ

せる際、機械の運転を停止させなかった疑いがあるもの。 

  ２ 裁断された古着を綿状の繊維に加工する作業に労働者を従事させるにあたり、

当該労働者に機械の危険性や作業手順などの安全のための教育を行わなかった疑

いがあるもの。 

 

１ 被疑者 

（１）株式会社エヌ・シー・エス 

本社の所在地：福岡県北九州市若松区 

事業内容：衣類のリサイクル加工 

（２）工場長（６１歳） 

 

２ 違反条文 

  株式会社エヌ・シー・エス、工場長ともに 

（１）労働安全衛生法違反 

同法第２０条第１号 (事業者の講ずべき措置等) 

 労働安全衛生規則第１０７条第１項 (掃除等の場合の運転停止等) 
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同法第１１９条第１号 (６ヶ月以下の懲役又は５０万円以下の罰金） 

同法第１２２条 （両罰規定） 

 

（２）労働安全衛生法違反 

同法第５９条第２項（安全衛生教育） 

労働安全衛生規則第３５条第 1項（雇い入れ時等の教育） 

同法第１２０条第１号（５０万円以下の罰金） 

同法第１２２条（両罰規定） 

 

３ 災害の概要 

令和６年３月１３日、株式会社エヌ・シー・エスの工場内において、被災者が古

着を綿状の繊維に加工する機械のシリンダー内に詰まった繊維を取り除く作業をし

ていたところ、機械に右手が巻き込まれ、前腕を切断する災害が発生しました。 

 

４ 被疑内容 

  労働安全衛生法では、機械の清掃等を行う場合は、機械の運転を停止しなければ

ならないことが規定されていますが、災害発生当時、機械の運転を停止していなか

った疑いがあるものです。 

 また、労働者の作業を変更したときには、その従事する業務に関する安全又は衛

生のための教育として機械の危険性、取扱方法、作業手順等の教育を行わなければ

ならないことが規定されていますが、被災者に対して、この教育を行っていなかっ

た疑いがあるものです。 

 

労働安全衛生法（抜粋） 

 

(事業者の講ずべき措置等) 

第二十条  

事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 

一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険 

（第２号及び第３号 略） 

 

 

(罰則) 

第百十九条 

 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処す

る。 

一 第十四条、第二十条から第二十五条まで、第二十五条の二第一項、第三十条の



三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十三条第

一項若しくは第二項、第三十四条、第三十五条、第三十八条第一項、第四十条

第一項、第四十二条、第四十三条、第四十四条第六項、第四十四条の二第七

項、第五十六条第三項若しくは第四項、第五十七条の四第五項、第五十七条の

五第五項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十五条第一項、第六十

五条の四、第六十八条、第八十九条第五項(第八十九条の二第二項において準用

する場合を含む。)、第九十七条第二項、第百五条又は第百八条の二第四項の規

定に違反した者 

 （第２号～第４号 略） 

 

（安全衛生教育） 

第五十九条  

 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならな

い。 

２ 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。 

 

(罰則) 

第百二十条 

  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 

一 第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十五条

第一項、第三項若しくは第四項、第十五条の二第一項、第十六条第一項、第十

七条第一項、第十八条第一項、第二十五条の二第二項(第三十条の三第五項にお

いて準用する場合を含む。)、第二十六条、第三十条第一項若しくは第四項、第

三十条の二第一項若しくは第四項、第三十二条第一項から第六項まで、第三十

三条第三項、第四十条第二項、第四十四条第五項、第四十四条の二第六項、第

四十五条第一項若しくは第二項、第五十七条の四第一項、第五十九条第一項(同

条第二項において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項、第六十六条第一

項から第三項まで、第六十六条の三、第六十六条の六、第六十六条の八の二第

一項、第六十六条の八の四第一項、第八十七条第六項、第八十八条第一項から

第四項まで、第百一条第一項又は第百三条第一項の規定に違反した者 

 

(両罰規定)  

第百二十二条 

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人

の業務に関して、第百十六条、第百十七条、第百十九条又は第百二十条の違反行為をした

ときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 



 

労働安全衛生規則 （抜粋） 

(掃除等の場合の運転停止等) 

第百七条 

 事業者は、機械(刃部を除く。)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合に

おいて、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければならな

い。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆

いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。 

 

(雇入れ時等の教育) 

第三十五条 

  事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者

に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生の

ため必要な事項について、教育を行わなければならない。 

一  機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。 

二  安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関する

こと。  

三  作業手順に関すること。 

四  作業開始時の点検に関すること。 

五  当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。 

六  整理、整頓及び清潔の保持に関すること。 

七  事故時等における応急措置及び退避に関すること。 

八  前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事 

項 

 


